
 

 

茨城県医療審議会運営要領  
 
第１条 この要領は、茨城県医療審議会（以下「審議会」という。）の議事の手続きその

他審議会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 
 
 （会長及び会長代理） 
第２条 審議会に会長を置く。 
２ 会長は委員の互選により定める。 
３ 会長は、会務を総理する。 
４ 会長に事故があるときは、委員のうちから互選された者（「会長代理」という。）が、

その職務を行う。 
 
 （招 集） 
第３条 審議会は、会長が招集する。 
２ 会長は、審議会を招集するときは、開催日時、開催場所及び会議に付すべき事項を委

員に通知するものとする。 
 
 （会 議） 
第４条 審議会の会議は、会長が議長となる。 
２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。 
３ やむを得ない事由により審議会に出席できない委員は、あらかじめ通知した事項につ

いて、書面をもって他の委員に委任し、議決に加わることができる。 
４ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 
 
 （専門委員） 
第５条 審議会には、専門委員を置くことができる。 
 
 （部 会） 
第６条 審議会に医療法人部会及び保健医療計画部会を置き、必要に応じてその他の部会

を置くことができる。 
２ 部会には、部会のみに参加する専門委員を置くことができる。 
３ 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名するものとする。 
４ 第２条、第３条及び第４条の規定は、部会に準用する。この場合において、「審議会」

とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。 
 
 （医療法人部会） 
第７条 医療法人部会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。 

なお、医療法人部会における決議は、これを審議会の決議とする。ただし、部会長が

必要あると認めたときは、審議会に付するものとする。 
(1) 医療法（昭和２３年法律第２０５号。以下「法」という。）第４２条の２第１項の規定

により社会医療法人を認定し、又は認定しない処分 

(2) 法第４５条第１項の規定により医療法人の設立を認可し、又は認可しない処分 

(3) 法第５５条第６項の規定により医療法人の解散を認可し、又は認可しない処分 

(4) 法第５８条の２第４項の規定により医療法人の吸収合併を認可し、又は認可しない処

分 

(5) 法第５９条の２において読み替えて準用する法第５８条の２第４項の規定により医療

法人の新設合併を認可し、又は認可しない処分 



 

 

 

(6) 法第６０条の３第４項の規定により医療法人の吸収分割を認可し、又は認可しない処

分 

(7) 法第６１条の３において読み替えて準用する法第６０条の３第４項の規定により医療

法人の新設分割を認可し、又は認可しない処分 

(8) 法第６４条第２項の規定により医療法人の業務の停止を命じ、又は役員の解任を勧告

すること。 

(9) 法第６４条の２第１項の規定により社会医療法人の認定を取り消す処分 

(10) 法第６６条第１項の規定により医療法人の設立の認可を取り消す処分 

 
（保健医療計画部会） 

第８条 保健医療計画部会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。 

なお、第１号から第３号までについては部会の決議を審議会の決議とし、第４号に

ついては部会の調査審議を経て審議会で決議する。 

(1) 法第４条第１項の規定により地域医療支援病院を承認し、又は承認しない処分 

(2) 法第２９条第３項の規定により地域医療支援病院の承認を取り消す処分 

(3) 医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０号）第１条の１４第７項第１号から第 

３号までの規定により診療所の病床設置の届出を承認し、又は承認しない処分 

(4)保健医療計画の策定又は保健医療計画の変更 

 

 （会議の公開等） 
第９条 会議は、原則として公開とする。ただし、審議会の決定により非公開とすること

ができる。 
２ 会議録は、原則として公開とする。ただし、前項ただし書きの規定により非公開とし

た会議の会議録については、非公開とする。 
 
 （傍聴人） 
第１０条 審議会を傍聴する者（以下「傍聴人」という。）は、審議会の受付で住所、氏名

等を記載して入場するものとし、入場した後は、会長の指示に従うものとする。 
２ 傍聴人は静粛を旨とし、会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為は行わ

ないものとする。 
３ 傍聴人がこの要領に違反するときは、会長は、これを注意し、なお、これに従わない

ときは、退場を命ずることができる。 
４ 会長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができるものとする。 
 
 （会議録) 
第１１条 会議の議事については、会議録を作成し、会長及び会長の指名した委員２名が

これに署名しなければならない。 
２ 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。 
 (1) 会議の日時及び場所 

 (2) 出席した委員の氏名及び欠席した委員の氏名 

 (3) 議題 

 (4) 議事の概要 

 (5) その他必要な事項 

 
 （庶 務） 
第１２条 審議会の庶務は、保健医療部医療局医療政策課において処理する。 
 



 

 

 （その他） 
第１３条 この要領に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定

める。 
 
   付 則 
 この要領は、昭和６２年５月２１日から施行する。 
      付 則 
 この要領は、平成１１年７月１６日から施行する。 
   付 則 
 この要領は、平成１１年１１月２２日から施行する。 
   付 則 
 この要領は、平成１２年７月５日から施行する。 
   付 則 

１ この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 
２ 茨城県保健医療推進協議会等設置要綱は、廃止する。 

   付 則 
 この要領は、平成２２年１２月２４日から施行する。 

付 則 
この要領は、平成２７年５月２２日から施行する。 

付 則 
この要領は、平成２９年２月１３日から施行する。 

付 則 
この要領は、平成２９年４月３日から施行する。 

付 則 
この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 
  付 則 
この要領は，令和元年１２月２日から施行する。 
  付 則 
この要領は，令和４年４月１日から施行する。 
  付 則 
この要領は，令和５年４月１日から施行する。 


